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新旧対照表（例規・様式編） 

旧（平成２４年４月版） 新（平成２８年４月版） 

P2 

出雲市都市計画法の施行に関する規則  

第 2条 

 (1) 開発区域の土地の登記事項証明書 

P2 

出雲市都市計画法の施行に関する規則  

第 2条 

 (1) 開発区域の土地の全部事項証明書 

P13 

申請者の資力等に関する申告書中 

添
付
図
書 

1 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票) 

2 前年度にかかわる法人税又は前年度にかかわる所得税の納税証明書 

 

P13 

申請者の資力等に関する申告書中 

添
付
図
書 

1. 法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票) 

2. 事業経歴書 

3. 前年度にかかわる法人税又は前年度にかかわる所得税の納税証明書 

4. 財務諸表（過去 1 年間） 

5. その他 

 

P14 

工事施行者の能力に関する申告書中 

添
付
図
書 

1. 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票) 

2. 建設業の許可証明書 

 

P14 

工事施行者の能力に関する申告書中 

添
付
図
書 

1 法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票) 

2 事業経歴書 

3 建設業許可証明書 

4 財務諸表（過去 1年間） 

5 その他 

 

P28 

開発行為又は建築等に関する証明願中 

 

 改築又は用途
変更の場合の既
存 建 築 物 

用 途 
  

建 築 面 積 m2 

構 造 
  

延 べ 面 積 m2 

都市計画法の規
定による許可等
の 年 月 日 番 号 

年   月   日     第      号 

(工事完了公告    年   月   日) 

添 付 書 類 
1 付近見取図 2 敷地現況図 3 建築平面図 

4 土地の公図の写し 5 土地の登記事項証明書 6 その他 

 

P28 

開発行為又は建築等に関する証明書中  

 

増改築又は用
途変更の場合
の既存建築物 

用 途 
  

建 築 面 積 m2 

構 造 
  

延 べ 面 積 m2 

都市計画法の
規定による許
可等の年月日
番 号 

年   月   日     第      号 

(工事完了公告    年   月   日) 

添 付 書 類 

1 付近見取図 2 敷地現況図 3 建築平面図・立面図・配置図
（敷地の求積、増改築前後の建築面積・延べ面積が確認できるもの）
4 土地の公図の写し 5 土地の全部登記事項証明書 6 現況写
真（建築位置を明示） 7 その他 
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旧（平成２４年４月版）  新（平成２８年４月版）  

P44 

出雲市違反開発行為等監督処分事務処理要領中 

第 13条 略 

2 島根県開発審査会は、審査請求を受理した場合、審査請求人、出雲市、その他の関

係人の出頭を求めて、公開による口頭審理をした後、審査請求を受理した日から 2か

月以内に裁決をしなければならない。 

 

P44 

出雲市違反開発行為等監督処分事務処理要領中 

第 13条 略 

(削る) 

 

P46 

違反開発行為処理手順 

 

 

P46 

違反開発行為処理手順 

         

全部改訂 改訂後手順は最終ページに掲載 
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旧（平成２４年４月版） 新（平成２８年４月版） 

P51 

都市計画法違反開発行為等是正命令書中 

教示 
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して 60日以内に、島根県開発審査会に対して審査請求することができます。（なお、
処分を知った日の翌日から起算して 60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して
1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）また、この処分の取消の訴
えは、この処分についての審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6
か月以内に出雲市長を被告として（出雲市長が被告の代表者となります。）提起すること
ができます。（なお、審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以
内であっても、審査請求に係る裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取
消しの訴えを提起することができなくなります。）なお、この処分についての取消しの訴
えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の場
合は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から 3か月を経過しても裁決がない場合 
(2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため、

緊急の必要がある場合 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある場合 

 

P51 

都市計画法違反開発行為等是正命令書中 

教示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、島根県開発審査会に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、出雲市を被告として（訴訟において出雲市を代表す

る者は出雲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできな

くなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴

えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

 

 
 

P52 

緊急防災措置命令書中 

教示 
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して 60日以内に、島根県開発審査会に対して審査請求することができます。（なお、
処分を知った日の翌日から起算して 60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して
1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）また、この処分の取消の訴
えは、この処分についての審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6
か月以内に出雲市長を被告として（出雲市長が被告の代表者となります。）提起すること
ができます。（なお、審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以
内であっても、審査請求に係る裁決の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取
消しの訴えを提起することができなくなります。）なお、この処分についての取消しの訴
えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の場
合は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から 3か月を経過しても裁決がない場合 
(2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため、

緊急の必要がある場合 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある場合 

 

 

P52 

緊急防災措置命令書中 

教示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、島根県開発審査会に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、出雲市を被告として（訴訟において出雲市を代表す

る者は出雲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできな

くなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴

えを提起することが認められる場合があります。 
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旧（平成２４年４月版） 新（平成２８年４月版） 

P64 

出雲市優良宅地造成認定事務取扱要綱中 

第 2条 (略) 

3 前 2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 設計説明書及び設計図 

(2) 造成区域位置図 

(3) 造成区域図 

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書 

(5) 造成区域内の公図の写し 

(6) 土地区画整理法(昭和 29年法律第 119号)第 2条第 1項に規定する土地区画整理事業

(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を土地区画整理組合との契

約に基づき土地区画整理組合に代わって行う者にあっては、租税特別措置法施行規則

(昭和 32年大蔵省令第 15号)第 13条の 3 第 8項第 2号ロ及び第 21条の 19 第 9 項第

2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類 

Ｐ64 

出雲市優良宅地造成認定事務取扱要綱中 

第 2条 (略)  

3 前 2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 設計説明書及び設計図 

(2) 造成区域位置図 

(3) 造成区域図 

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書 

(5) 造成区域内の公図の写し 

(6) 土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)第 2 条第 1 項に規定する土地区画整理事

業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を土地区画整理組合との契

約に基づき土地区画整理組合に代わって行う者にあっては、租税特別措置法施行規則(昭

和 32 年大蔵省令第 15 号)第 13 条の 3 第 10 項第 2 号ロ及び第 21 条の 19 第 11 項第 2 号

ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類 

P66 

出雲市優良宅地造成認定事務取扱要綱中 

第 9条 土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、第 2

条第 1項又は第 2項に定める認定を受けようとする者は、土地区画整理法第 103条第 4

項(住宅・都市整備公団法(昭和 56年法律第 48号)第 47条第 2項の規定により適用され

る場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、第 2条第 1項又は第 2項に定める認定

申請書(様式第 9号)又は第 2条第 2項の第 2条第 1項又は第 2項に定める認定申請書を

市長に提出しなければならない。 

P66 

出雲市優良宅地造成認定事務取扱要綱中 

第 9条 土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、第 2

条第 1項又は第 2項に定める認定を受けようとする者は、土地区画整理法第 103条第 4

項の規定による換地処分の公告後、第 2条第 1項又は第 2項に定める認定申請書(様式第

9号)又は第 2条第 2項の第 2条第 1項又は第 2項に定める認定申請書を市長に提出しな

ければならない。 

Ｐ82 

別記様式第 3 

１．収支計画中 

 

支 

  

 

 

出 

事     業     費  

用     地     費  

工     事     費  

整  地  工  事  費  

道  路  工  事  費  

排 水 施 設 工 事 費  

給 水 施 設 工 事 費  
 

Ｐ82 

別記様式第 3 

１．収支計画中 

 

支 

 

 

出 

用     地     費  

工     事     費  

整  地  工  事  費  

道  路  工  事  費  

排 水 施 設 工 事 費  

給 水 施 設 工 事 費  
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旧（平成２４年４月版） 新（平成２８年４月版） 

Ｐ82 

別記様式第 3 

２．年度別資金計画中 

 

支 

 

 

 

出 

事     業     費  

用     地     費  

工     事     費  

整  地  工  事  費  

道  路  工  事  費  

排 水 施 設 工 事 費  

給 水 施 設 工 事 費  
 

Ｐ82 

別記様式第 3 

２．年度別資金計画中 

 

支 

 

 

出 

用     地     費  

工     事     費  

整  地  工  事  費  

道  路  工  事  費  

排 水 施 設 工 事 費  

給 水 施 設 工 事 費  
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